
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和７年８月　　日

豊後大野市長　川野　文敏　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集落協定

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　集落協定代表者　　　　　　　　　　
第６期対策において「田」として申請する農用地について

協定農用地のうち「田」として申請する農用地は、「たん水するための畦畔及びかんがい機能（自然にかんがいするものを含む）を有している土地」であり、かつ「今後、田として利用する意思・予定」があることを確認しました。

※ ：田とは、たん水するための畦畔※¹及びかんがい機能※²（自然にかんがいするものを含む）を有している土地である。田に水稲以外の作物が栽培されている場合でも、田の機能を有しているものは田とする

※¹：たん水機能を有しているかの判定は、畦畔の有無による

※²：かんがい機能を有しているかの判定は、用水路の有無、揚水施設（ポンプ等）の有無による。


